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スローガン、実施事項等について

令和５年度全国労働衛生週間実施要網等



令和５年度 全国労働衛生週間

スローガン

目指そうよ二刀流

こころとからだの健康職場

スローガン

10月1日（日）～10月7日（土）

（準備期間 9月1日～9月30日）

期間
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令和５年度全国労働衛生週間実施要網等

6

全国労働衛生週間

厚生労働省によって提唱

労働者の健康管理や職場環境の改善など 『労働衛生』 に関する国

民の意識を高め、職場の自主的な活動を促し、労働者の健康を確保す

ることを目的として、毎年実施しており今年で ７４回目 。

労働衛生に関する問題が世

の中にある

（次ページ、Topic2で説

明）

国民の意識を高め、職場の

自主的な活動を促し、労働

者の健康確保を図る必要が

ある

重点的に国民の意識を高め、

職場の自主的な活動を促し、

労働者の健康確保を図るた

めの活動を行う期間を設定

全国労働衛生週間や同週間

に基づいた様々なイベント

が開催

労働災害防止計画

（Topic3)

衛生週間説明会等

実施事項は労働衛

生の問題を受けた

内容(Topic1)

問題を踏まえた法令

の改正（Topic4～6）



令和５年度全国労働衛生週間実施要網等
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趣旨～去年度との比較～

令和4年度

令和５年度 高齢化、高

齢者や働く

女性の安全

と健康

長時間労働

による健康

障害

小規模事業

場における

体制確保

化学物質 石綿

長時間労

働による

健康障害

感染症

（コロ

ナ）対策

高齢者の

安全と健

康

化学物質 石綿



令和５年度 全国労働衛生週間

実施事項

ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示

ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰

エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等

緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施

オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文

・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚

のための行事等の実施

本週間の実施事項 準備期間の実施事項 重点事項

ア 過重労働による健康障害防止対策

イ メンタルヘルス対策

ウ 転倒・腰痛災害予防

エ 化学物質による健康障害防止対策

オ 石綿による健康障害防止対策

カ 職場における受動喫煙防止

キ 事業場における治療と仕事の両立支援

ク 職場の熱中症予防対策の推進

ケ テレワークの適切な導入及び実施の推進のための

ガイドライン

コ 小規模事業場における産業保健活動の充実

サ 女性の健康課題への取組
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後ほど、説明
します

配布資料を確認願います！
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労働災害の事例紹介 重点②

ケース①：製造業

01 工場の作業場で水をまいて清掃していた

02 濡れた床で足をすべらせ、転倒

03 右手をつき、骨折（休業見込期間は6か月）

被災者情報

性 別

年 齢

経験年数

女性

60代

9か月

労働災害の発生要因（推察）

CHECK

清掃中に床が濡れており、転倒しやすい状況であったこと。被災者は高年齢女性であり、身体機能（骨密度・体幹
等の低下によるものも一因と推察される。

CHECK

※厚生労働省 第14次労働災害防止計画の概要より



令和５年度 全国労働衛生週間
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転倒災害予防

・安全衛生管理体制の確立
経営トップ自らによる安全衛生方針の表明
担当者の指定、リスクアセスメントの実施

・職場環境の改善
身体機能の低下を補う設備装置・装置の導入
高年齢労働者の特性を考慮した作業管理
勤務形態等の工夫

・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握と対応
健康測定等により、事業者、高年齢労働者の体力の状況を把握
把握した状況に応じて適合する業務をマッチング、身体機能の維
持向上への取組

・安全衛生教育
写真や映像等の情報を活用した安全衛生教育、未経験の業務・業
種の教育訓練

「転倒等リスク評価セルフ
チェック」で検索



転倒災害の増加傾向への歯止め

静岡労働局の取り組み（ぬかづけ運動)
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静岡労働局にてぬかづ
け運動が展開されてお

ります。



転倒災害の増加傾向への歯止め
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静岡県内における転倒障害防止対策の好事例

・事業場 藤枝市内の事業場

・事業の種類 小売業

・従業員数 128名（社員・パート労働者含
む）

・設立 2016年3月



転倒災害の増加傾向への歯止め
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静岡県内における転倒障害防止対策の好事例

店舗部分にあっては、客同士や客
と品出しを行う従業員が接触しない
ように通路を広くした。

野菜コーナーは、床面が濡れるお
それが多いことから、耐滑性の高い
セラミックタイルを採用。（左写真
手前）



転倒災害の増加傾向への歯止め
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静岡県内における転倒障害防止対策の好事例

・魚介を扱う作業場および総菜調理
室の床面に砂入り塗料を施し、滑動
防止。
・魚介を扱う作業場に大量の氷を処
分するための専用シンクを設けるほ
か、床面には多めの排水用集水枡を
設置



転倒災害の増加傾向への歯止め
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静岡県内における転倒障害防止対策の好事例

葉物野菜などでラッピング
していないものを陳列する前
には、野菜から水滴が落ちる
可能性があることから、吸水
のためのマットを設置



転倒災害の増加傾向への歯止め
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静岡県内における転倒障害防止対策の好事例

・通路と台車類の置き場を白線にて区分け。
・台車置き場には床の水勾配により台車が滑
動しないように、キャスター部分に滑り止め
塗装。
・荷物の積み上げ高さを1.8メートルに制限。



職場の腰痛災害を取り巻く現状
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腰痛災害は、陸上貨物運送事業、保健衛生業で多発しており、職場復帰
まで長い期間がかかるほか、経験年数の短い労働者も被災している。



職場の腰痛災害を取り巻く現状
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災害事例



職場の腰痛災害を取り巻く現状
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腰痛災害予防

・職場における腰痛予防対策指針に基づく対応

・リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施

・ストレッチを中心とした腰痛予防体操

・介護、看護作業従事者については身体負担軽減対策
（ノーリフトケア、介護機器）の推進

・作業標準の策定や腰痛予防教育



令和５年度 全国労働衛生週間
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事業場における治療と仕事の両立支援

（職場における傷病等を抱える労働者の現状）

・ 労働人口の約３人に１人が、 何らかの病気を抱えながら働いている。

・ 一般定期健康診断の有所見率は5 0％を超え、 疾病リスクを抱える労働者は増加傾
向。

・ 治療と仕事を両立できるような取組がある事業所は約４割。

治療に専念できればよいが、治療しながら働くことを希望する人もおり、治療しな
がら働くことを希望する人にとっては、治療と仕事を両立させることができるのかが大
きな問題



令和５年度 全国労働衛生週間
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事業場における治療と仕事の両立支援

厚生労働省
治療と仕事の両立支援ナビより



両立支援プラン／職場復帰支援プランの作成例

16 

従業員 生年月日 性別

氏名 年 月 日 男・女

所属 従業員番号

・ 入院による手術済み。

・今後１か月間、 平日5日間の通院治療が必要。

治療・投薬等の ・その後薬物療法による治療の予定。 週1回の通院１か月、 その後月1回の通院に移

状況、今後の予定 行予定。

・ 治療期間を通し副作用と して疲れやすさや免疫力の低下等の症状が予想される。

※職場復帰支援プランの場合は、 職場復帰日についても記載

期間 勤務時間 就業上の措置・治療への配慮等 （参考）治療等の予定

10： 00 短時間勤務

平日毎日通院 ・放射線治療
（記載例） ～ 毎日の通院配慮要

（症状：疲れやすさ、免疫力の
１か月目 15： 00 残業・深夜勤務・遠隔地出張禁止

低下等）（1時間休
憩）

作業転換

10： 00 短時間勤務

週1回通院・薬物療法
～ 通院日の時間単位の休暇取得に配慮

２か月目 （症状：疲れやすさ、免疫力の
17： 00 残業・深夜勤務・遠隔地出張禁止

低下等）
（1時間休

憩）
作業転換

9： 00 通常勤務に復帰

月1回通院・薬物療法
～ 残業１日当たり１時間まで可

３か月目 （症状：疲れやすさ、免疫力の
17：30 深夜勤務・遠隔地出張禁止

低下等）
（1時間休

憩）
作業転換

・ 治療期間中は負荷軽減のため作業転換を行い、 製品の運搬 ・ 配達業務から部署内の

業務内容 ●●業務に変更する。

その他 ・副作用により疲れやすくなることが見込まれるため、 体調に応じて、 適時休憩を

就業上の配慮事項 認める。

・治療開始後は、２週間ごとに産業医・本人・総務担当で面談を行い、必要に応じ

てプランの見直しを行う。（面談予定日：●月●日●～●時）

・労働者においては、通院・服薬を継続し、自己中断をしないこと。また、体調の
その他 変化に留意し、 体調不良の訴えは上司に伝達のこと。

・ 上司においては、 本人からの訴えや労働者の体調等について気になる点があれば

すみやかに総務担当まで連絡のこと。

プランを作成し、
実施することが一つの

目標地点！
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事業場における治療と仕事の両立支援

実施前の準備事項

・事業者による基本方針等の表明と労働者への周知

・研修等による両立支援に関する意識啓発

・相談窓口等の明確化

・両立支援に関する制度・体制等の整備

活用できる機関

・産業保健総合支援センターによる支援の活用、

両立支援コーディネーターの活用



事業場における治療と仕事の両立支援
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事業者による基本方針等の表明と労働者への周知

※厚生労働省 治療と仕事の両立支援ナビより



事業場における治療と仕事の両立支援
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研修等による両立支援に関する意識啓発、相談窓口の明確化

※厚生労働省 治療と仕事の両立支援ナビより



事業場における治療と仕事の両立支援
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両立支援に関する制度・体制等の整備

※厚生労働省 治療と仕事の両立支援ナビより
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・メンタルヘルス

・過重労働

・化学物質

・石綿

労働者の健康確保を巡る動向



労働者の健康確保を巡る動向

①メンタルヘルス
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労働者の健康確保を巡る動向

①メンタルヘルス
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労働者の健康確保を巡る動向

②過重労働
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労働者の健康確保を巡る動向

③化学物質
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労働者の健康確保を巡る動向

④石綿
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・労働災害防止計画とは

・総合目標

・８つの重点事項

・４つの最重要課題

・アウトプット・アウトカム指標

静岡局版第14次労働災害防止計画



静岡局版第14次労働災害防止計画
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労働災害防止計画について

「労働災害防止計画」・・・労働安全衛生法第6条に基づき、労働災害を減少させる

ために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画。

中期計画・・年度を単位としており、５年単位で策定される。

※労働安全衛生法第6条・・・厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労

働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な

事項を定めた計画（以下「労働災害防止計画」という。）を策定しなければならな

い。

第１次労働災害防止計画・・・・昭和33年～37年



静岡局版第14次労働災害防止計画
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総合目標

◆死亡災害
第１３次計画期間と比較して、第１４次計

画期間の労働災害による死亡者数を、５ ％以
上減少させる
◆死傷災害

２０２２年と比較して、 ２０２７年まで
に労働災害による休業４ 日以上の死傷者数を、
減少させる

総合目標



静岡局版第14次労働災害防止計画
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８つの重点事項

①自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

②労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

③高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

④多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

⑥業種別の労働災害防止対策の推進

⑦労働者の健康確保対策の推進

⑧化学物質等による健康障害防止対策の推進（化学物質、石綿、粉じん、

熱中症、騒音、電離放射線）



静岡局版第14次労働災害防止計画
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４つの最重要課題



４つの最重要課題

41

転倒災害の増加傾向への歯止め



４つの最重要課題

42

ストレスチェック制度のさらなる浸透



静岡局版第14次労働災害防止計画

各アウトプット・アウトカム指標 ～労働者の健康確保対策の推進～

アウトプット指標 アウトカム指標

項目 対象業種 期日 目標値 比較対象 項目 期日 目標値 比較対象

年休取得率 全業種 2027年 70%以上 ―

週労働時間60H以上の割合 2025年 5%以下
週労働時間
40H以上の
労働者中

インターバル制度導入率 全業種 2025年 15%以上 ―

メンタルヘルス対策実施率 全業種 2027年 80%以上 ―

ストレスチェック実施率
全業種(30～49

人)
2027年 増加させる ―

高ストレス有 2027年 50%未満 ―

ストレスチェック実施率 全業種(50人～) 2027年 90%以上 ―

産業保健サービスの提供割
合

全業種 2027年 80%以上 ― なし ― ― ―

43



静岡局版第14次労働災害防止計画

各アウトプット・アウトカム指標～化学物質等による健康障害等防止対策の推進～

アウトプット指標 アウトカム指標

項目 対象業種 期日 目標値 比較対象 項目 期日 目標値 比較対象

ラベル表示,SDS交付実施率
全業種(対象物
取り扱いあり)

2025年 80%以上 ―

化学物質の性状に関連の強
い死傷災害(有害物等との接
触,爆発,火災)期間中合計値

2027年 5%以上減少
13次防の合

計値
危険有害性把握物質(RA義
務なし)のRA実施割合

全業種(対象物
取り扱いあり)

2025年 80%以上 ―

リスク低減措置の実施割合
全業種(対象物
取り扱いあり)

2025年 80%以上 ―

WBGT値把握の実施割合 全業種 2027年 増加させる 2023年
熱中症死亡者数の期間中合

計値
2027年 減少

13次防の合
計値
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• Top ic1 令和５年度全国労働衛生週間実施要綱等

• Top ic2 労働者の健康確保を巡る動向

• Top ic3 静岡局版第14次労働災害防止計画

• Top ic4 化学物質の管理が変わります！

• Top ic5 メンタルヘルス対策について

• Top ic6 法令改正等について



2021年4月1日

自律的な管理を基軸とする規制へ

化学物質の管理が変わります！



令 和 元 年 9月 2日 ～ 令 和 3年 7月 1 4日 ま で 1 5回 開 催

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書概要
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職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書概要
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職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書概要
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今回の規制
範囲



数字
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何の数字？



化学物質管理体系
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7

化学物質管理体系の見直し

• ラベル表示、SDS交付、RA（リスクアセスメント）対象

物の追加

• ばく露の低減、RA健康診断、労働者の意見聴取、作業記

録

• 衛生委員会の付議事項の追加

• リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存

• 遅発性疾病の把握強化

• 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止

• 化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示



化学物質管理体系
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7-1（ラベル表示、SDS交付、RA対象物の追加）

・ラベル表示、SDS交付義務対象物質が674物質から903物質へ

→令和8年4月には約2900物質、その後も順次追加予定

・ラベル表示、SDS交付義務対象物質

→（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所のホームページで確認可能

・RA対象物

→ラベル表示及びSDS交付義務が

課された物質とほぼ同一



化学物質管理体系
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7-1（ラベル表示、SDS交付、RA対象物の追加）



化学物質管理体系
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7-2（ばく露の低減、RA健康診断、労働者の意見聴取）

・ばく露の低減

リスクアセスメントを実施し、労働者のばく露の程度を最小限度にする。

リスク＝危険性、アセスメント＝評価、査定

最小限度＝濃度基準値が設定されている物質については濃度基準値以下

・RA健康診断

リスクアセスメント対象物質

濃度基準値設定物質

・労働者の意見聴取、作業記録

ばく露低減措置と結果について意見を聞く機会を設ける

1年を超えない期間ごとに記録を作成し3年間保存する

（がん原生物質の場合は30年間）



化学物質管理体系
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7-3（衛生委員会の付議事項の追加）

衛生委員会（労働者50人未満の場合は関係労働者に意見を聴く）に
おいて、下記事項について付議する。

→ばく露の程度を最小限度にするための措置
→濃度基準値設定物質のばく露の程度を基準以下にするための措置
→RA健康診断結果と結果に基づき講じる措置

7-4（リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存）

・改正前→周知

・改正後→周知+保存（最低3年間）



化学物質管理体系

56

7-5（遅発性疾病の把握強化）

・1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患した時は、業務に起因するかど

うかについて、遅滞なく医師に意見を聴く

↓

・医師が業務に起因するものと疑われるものと判断した場合は、化学物質の名称、

業務の内容等を監督署に報告する。

7-7（化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示）

・化学物質による労働災害が発生した場合で管理が適切でない場合

事業場に対して改善指示を行い、その改善結果の報告を求める。

→事案が発生した場合、個別に判断される。



化学物質管理体系
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7-6（皮膚等障害化学物質への直接接触の防止）

・①皮膚や眼に障害を与えるおそれがある物質

②皮膚から吸収され健康障害等を生ずるおそれがある物

質

は保護眼鏡、保護衣、保護手袋、履物等の着用を義務づけ

る

→3パターン

・おそれがあるもの（皮膚、眼、呼吸器で区分1）

→義務付けあり

・おそれがないもの

→義務付けなし（皮膚、眼、呼吸器で区分非該当+

経皮有害性なし）

・不明なもの

努力義務（上記のおそれがあるもの、ないもの以外のも

の）



化学物質管理体系
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7-6（皮膚等障害化学物質への直接接触の防止）

いずれかで「区
分１」のもの！



実施体制
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3

実施体制の確立

• 化学物質管理者、保護具着用責任者の選任義務

化

• 雇入れ時等教育の拡充

• 職長等の教育を行うべき業種の拡大



実施体制
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3-1①（化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化）

製造事業場以外

→講習修了者が望ましい

製造事業場

→化学物質管理専門的講習を受けた人もしくは講習修了者と同等以上の能力を

有すると認められる者

同等以上の能力を有すると認められる者

（告示施行通達（令和４年９月７日付け基発0907第１号）で定める事項）

化学物質管理者

化学物質の製造事業場とそれ以外（取り扱い、譲渡、提供）の2種類



実施体制
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3-1②（化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化）

・保護具着用責任者

ばく露低減措置として有効な呼吸用保護具を着用させる措置を選択した場合

→選任が必要となる。

選任要件は次のとおり

次に掲げる者又は保護具の管理に関する教育を受講した者

• 化学物質管理専門家の要件に該当する者

• 作業環境管理専門家の要件に該当する者

• 労働衛生コンサルタント試験合格者

• 第１種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を受けた者

• 化学物質関係の作業主任者の資格を有する者

• 安全衛生推進者に係る講習の修了者等



実施体制
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3-2（雇入れ時等教育の拡充）

法の規定により一部の業種については、雇い時教育の一部省略（8つの項目のうちの4つ）が
認められていたが、これを廃止するというもの。

全ての事業場で、安衛則第35条にもとづく項目の教育を行うことが必要となる。

3-3（職長等の教育を行うべき業種の拡大）

改正前

・建設業

・製造業（製造業は次に掲げるものを除く。（食料品・たばこ製造業（うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業

を除く）、繊維工業（紡績業及び染色整理業を除く。）、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業（セロファン

製造業を除く。）電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業）

改正後（以下の業種が追加）

食料品製造業、新聞、出版、製本業、印刷物加工業

※食料品製造業の災害発生割合が高くなっていること、平成24年3月に大阪の印刷事業場で起きた胆管

がんの発症が背景にある。



情報伝達
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5

情報伝達の強化

• SDS通知方法の柔軟化

• 人体に及ぼす作業の定期確認及び更新

• SDS通知事項の追加、含有量表示の適正化

• 事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化

• 注文者が措置を講じなければならない設備の範囲の

拡大



情報伝達
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5-1（SDS通知方法の柔軟化）

改 正 前

・文書の交付

・相手方が承諾した方法（磁気ディスクの交付、FAX送信など）

↓

改 正 後

事前に相手方の承諾を得ずに、以下の方法で通知が可能

・文書の交付、磁気ディスク・光ディスクその他の記録媒体の交付

・FAX送信、電子メール送信

・通知事項が記載されたホームページのアドレス、

二次元コード等を伝達し、閲覧を求める



情報伝達
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5-2（人体に及ぼす作業の定期確認及び更新）

５年以内ごとに１

回、記載内容の変

更の要否を確認

変更があるときは、

確認後１年以内に

更新

変更をしたときは、

SDS通知先に対し、

変更内容を通知

SDSの通知事項である「人体に及ぼす作

用」を、定期的に確認し、変更があるとき

は更新しなければなりません。更新した場

合は、SDS通知先に、変更内容を通知する

こととします。



情報伝達
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5-3（SDS通知事項の追加、含有量表示の適正化）

・SDSの通知事項に新たに「 （譲渡提供時に）想定される用途及び

当該用途にお ける使用上の注意」が追加されます。

※ SDSの記載に当たっては、想定される用途（推奨用途）での使用において吸入又

は皮膚や眼との接触を保護具で防止する ことを想定した場合に必要とされる保護具

の種類を必ず記載してください。

・ SDSの通知事項である、成分の含有量の記載について、従来の

10％刻みでの記載方法を改め、重量 パーセントの記載が必要となり

ます。

※製品により、含有量に幅があるものは、濃度範囲の表記も可能です。 また、重量

パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセントによる表記を行ったものと

みなされます。



情報伝達
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5-4（事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化）

安衛法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている

化学物質 （ラベル表示対象物）について、譲渡・提供時以外も、

以下の場合はラベル表示・文書の交付その他の方 法で、内容物の

名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければなりません。

• ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合

• 自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合

※なお、他容器に一時的に移し替えるだけで保管せず、その場で

使い切る場合等は、保管する場合には該当しないため、対象とは

なりません。



情報伝達
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5-5（注文者が措置を講じなければならない設備の範囲の拡大）

化学物質の製造・取扱設備の改造、修理、清掃等の仕事を外注する注文者は、請負

人の労働者の労働災害を防止するため、化学物質の危険性と有害性、作業において

注意すべき事項、安全確保措置等を記載した文書を交付しなければならない。

改正前

化学設備、特定化学設備とその附属設備で改造、修理、清掃等の仕事を行う場合

改正後

SDSによる通知の義務 対象物の製造・取扱設備で改造、修理、清掃等の仕事を行

う場合も対象となります。



その他
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3

その他

• 管理水準良好事業場の特別則適用除外

• 特殊健康診断の実施頻度の緩和

• 第三管理区分事業場の措置強化



その他
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3-1（管理水準良好事業場の特別則適用除外）

化学物質管理の水準が一定以上であると所轄都道府県労働局長が認定

した事業場は、 その認定に関する特別規則（特定化学物質障害予防規則

等）について個別規制の適用を除外し、特別規則 の適用物質の管理を、

事業者による自律的な管理（リスクアセスメントに基づく管理）に委ね

ることがで きます。

個別具体的な規制がかかっている123の化学物質について、

リスクアセスメントに基づく管理に委ねるもの。

認定要件について

化学物質管理専門家（労働衛生コンサルタント、作業環境測定士）が

いることに加えて、労働災害がないこと、作業環境測定で結果が良いこ

と、労働者に所見がある人がいないこと等があげられる。



その他
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3-2（特殊健康診断の実施頻度の緩和）

有機溶剤、特定化学物質（特別管理物質等を除く）、鉛、四アルキル鉛に関す

る 特殊健康診断の実施頻度について、作業環境管理やばく露防止対策等が適切

に実施されている場合には、 事業者は、その実施頻度（通常は６月以内ごとに

１回）を１年以内ごとに１回に緩和できます。

・当該労働者が作業する単位作業場所における直近３回の作業環境測定結果が
第一管理区分に区分されたこと。

（※四アルキル鉛を除く。）
・直近３回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
・直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作業
内容の変更がないこと等

※特定化学物質のうち、特別管理物質は緩和できない。

また、溶接ヒュームにかかる特殊健康診断の緩和もできない。



その他
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3-3（第三管理区分事業場の措置強化）

・呼吸用保護具の徹底

・定期的な報告と濃度測

定
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（ばく露を濃度基準値以下にすること）

ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
（健康障害を起こすおそれのある物質関係）

衛生委員会付議事項の追加

化学物質によるがんの把握強化

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存

化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示

リスクアセスメント等に基づく健康診断の実施・記録作成等

がん原性物質の作業記録の保存
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化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化
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事業場内別容器保管時の措置の強化

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大

管理水準良好事業場の特別規則適用除外

特殊健康診断の実施頻度の緩和

第三管理区分事業場の措置強化
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• Top ic1 令和５年度全国労働衛生週間実施要綱等

• Top ic2 労働者の健康確保を巡る動向

• Top ic3 静岡局版第14次労働災害防止計画

• Top ic4 化学物質の管理が変わります！

• Top ic5 メンタルヘルス対策について

• Top ic6 法令改正等について



2021年4月1日

・メンタルヘルス対策に関わる主な法令、指針

・労働者の心の健康の保持増進のための指針

・ストレスチェック

・過重労働による健康障害防止対策

メンタルヘルス対策について



メンタルヘルス対策に関わる主な法令、指針

１ メンタルヘルス対策

 労働者の心の健康の保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）
H18.3.31公示第3号 改正H27.11.30公示第6号

 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き H16.10 改正H21.3

２ ストレスチェック

 安衛法66条の10・安衛則52条の9～21

 平成27年5月1日基発0501第3号

 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に

基づき事業者が講ずべき措置に関する指針（ストレスチェック指針）

H27.4.15公示第1号 改正H30.8.22公示第3号

 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル 改訂令和元年7月

３ 長時間労働者への医師による面接指導

 安衛法66条の8～9・安衛則52条の2～8

４ パワーハラスメント対策

 パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）

 労働施策総合推進法 76



労働者の心の健康の保持増進のための指針

４つのケアの推進

｢心の健康づくり計画」の策定
 事業者の意思表明

 心の健康づくりの体制整備

 問題点の把握・ケアの実施

 人材確保・事業場外資源の活用

 労働者の健康情報保護

 計画の評価・見直し などを定める。

衛生委員会等における調査審議

こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/

• 働く人のメンタルヘルスポータルサイト

• 心の健康確保と自殺や過労死の予防

メンタルヘルス相談窓口

一次予防 メンタルヘルス不調の未然防止

二次予防 メンタルヘルス不調の早期発見と対応

三次予防 メンタルヘルス不調者の職場復帰支援

産業保健スタッフによるケア
産業医、衛生管理者等による

セルフケア
労働者による

ラインケア
管理監督者による

事業場外資源によるケア
事業場外の機関、専門家による

教
育
研
修
・
情
報
提
供

静岡産業保健総合支援センター
https://shizuokas.johas.go.jp/

• メンタルヘルス全般に係る総合相談

• 事業場への訪問支援
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ストレスチェック

医師・保健師等

がストレス

チェックを実施

事業者

労働者の同意を得て通知
労働者

気づきの促進 労働者の意向尊重 ※申出を理由とする不利益取扱を禁止

医師

( 産 業 医 等 )

2面接の申出１結果通知

６就業上の措置の実施

３面接実施依頼４面接指導実施

５医師から意見聴取

※時間外労働の制
限・作業の転換等
について意見

相談・情報提供機関

医療機関

産業医・保健師等

相談指導

連携

相談
情報提供

労働者50人以上の事業場は義務
労働者50人未満の事業場は努力義務
1年に1回実施
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厚生労働省版ストレスチェック 検索



過重労働による健康障害防止対策

長時間労働者に対する面接指導等

50人以上の事業場：産業医等
50人未満の事業場：地域産業保健センターの利用等

時間外・休日労働時間の算定
（毎月1回以上、一定の期日を定めて行う）

労働者からの申出
（安衛則52条の3①）

面接指導

面接指導の結果の記録を作成

就業上の措置

医師からの意見聴取

通常勤務 就業制限 要休業

１月当たり80時間を超えた

労働者の氏名

当該労働者の超過時間の情報

面接指導を行う医師

当該労働者の超過時間の情報

面接指導の実施方法・時期等の案内

(望ましい)

80時間超／1月

産業医に情報提供
（安衛則14条の2①）

労働者本人に情報提供
（安衛則52条の2③）

産業医の勧奨
要件に該当する労働者に

申出の勧奨を行える
（安衛則52条の3④）
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• Top ic1 令和５年度全国労働衛生週間実施要綱等

• Top ic2 労働者の健康確保を巡る動向

• Top ic3 静岡局版第14次労働災害防止計画

• Top ic4 化学物質の管理が変わります！

• Top ic5 メンタルヘルス対策について

• Top ic6 法令改正等について



2021年4月1日

・石綿障害予防規則

・特定化学物質障害予防規則

・騒音障害防止ガイドライン

・熱中症対策

法令改正等について



 解体等の作業の際、事前調査必要 R3.4.1対象拡大

 分析調査で資格必要 R5.10.1～

 事前調査、分析調査の記録3年保存 R3.4.1 ～

 解体等の作業の際の掲示等 R3.4.1～

▶ すべての解体等作業場 … 掲示
▶ 石綿等が使用されている解体等作業場

… 掲示 ＋ 事前調査の記録の写し備付

石綿障害予防規則

82

事前調査の強化概要

船舶

 事前調査で資格必要
R5.10.1～

建築物 工作物
 事前調査の結果報告必要 R4.4.1～

●解体80㎡以上
●改修100万円以上

●大臣の定める
工作物解体・改修
100万円以上



石綿障害予防規則
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事前調査を行う者の要件 （石綿則第3条④、告示276号）

令和5年10月1日施行

 建築物の事前調査は、次の者に行わせることが必要です。（前スライドの場合は除きます）

種 別 調査できる対象物

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・令和５年９月までに日本アスベスト調査診断協会に登
録された者

すべての建築物

・一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建ての住宅
共同住宅の住戸の内部

 【参考】講習時間等

特定建築物石綿含有建材調査者 一般建築物石綿含有建材調査者
（改正前の建築物石綿含有建材調査者）

一戸建て等石綿含有建材調査者

講義（11時間）、実地研修、
筆記試験及び口述試験

講義（11時間）及び筆記試験 講義（７時間）及び筆記試験

 共同住宅の住戸の内部

長屋は含まれます。店舗併用住宅は含まれません。

住戸の専有部分を指します。

ベランダ、廊下等共用部分など、内部以外の部分は含まれません。



石綿障害予防規則

84

分析調査を行う者の要件 （石綿則第3条⑥、告示277号）

令和5年10月1日施行

 分析調査は、次の者に行わせることが必要です。

・厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者

・（公社）日本作業環境測定協会の
「石綿分析技術の評価事業」でAランク、Bランクの認定分析技術者

・（一社）日本環境測定分析協会の
「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析ｴｷｽﾊﾟｰﾄｺｰｽ）修了者」

・（一社）日本環境測定分析協会に登録されている
「建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」

・（一社）日本環境測定分析協会に登録されている
「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」



特定化学物質障害予防規則

塩基性酸化マンガン 溶接ヒューム (屋外 ) 溶接ヒューム (屋内 )
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特定化学物質障害予防規則

86

令和5年4月1日から



おわりに

87

健康診断について

職場の健康診断実施
職場の健康診断実施

職場の健康診断実施強化月間について



職場の健康診断実施強化月間について

88

健康診断について

○健康診断の実施、実施後の有所見者の意見聴
取、必要な場合の事後措置の実施の徹底をお願
いします！！
○健診の一部項目の省略が認められるのは、医
師が認めた場合のみであることに引き続きご留
意ください。

配布の用紙

『9月は「職場の健康診断実施強
化月間です」』

につきまして、チェックの上、9月末ま
でに島田署あて、ご郵送願います。

郵送先の住所は配布用紙の下欄に記載されております。

9月は職場の健康診断実施強化月間です


